 障がい者福祉農園に入園される方へ 
これから障がい者福祉農園(老原地区)で農作物を育てながら、楽しく生きがいづくり、健康づくり、仲間づくりなどを行っていただくにあたり、次のことにご留意願います。

１.農園の管理・運営について

別添資料の「八尾市障害者福祉農園運営要綱」(以下「要綱」と言います。)では、自主運営・自主管理が原則と定めています。
すなわち、入園者で役員(会長、会計、会計監査など)を決めていただき、その役員さんが中心となって、入園者のご意見やご提言を聴きながら、農園を運営していただくことになります。

例えば、役員の任期や選出方法、農園での決まりごとなどは、要綱に違反しない範囲で決めていただくことになります。

２.農園の入園期間について

皆さまは令和８年８月１日から令和11年３月３１日まで耕作をすることができます。

３.楽しい農園づくりに心がけていただくこと
(1)周辺住民への迷惑とならないために

①交通事故の原因や付近駐車場からの自動車の出し入れに支障となりますので、農園周辺の路上に駐車しないようにしてください。

②農園で発生した野菜くずや不要品などは、農園内で燃やさないようにしましょう。⇒各自で持ち帰って家庭ごみとして出しましょう。

③朝早くから大きな声や音を出さないようにしましょう。

④においのする肥料(鶏糞など)は、できるだけ土をかぶせるようにしましょう。

(2)他の入園者への迷惑とならないために

①通路など区画以外のところに私物を置かないようにしましょう。②隣区画が日陰となるような背の高い作物は植えないようにしま
しょう。
(3)入園者どうしが気持ちよく耕作できるために

①お互いに挨拶を積極的に交わすようにしましょう。

②農機具の整理整頓を心がけましょう。

③農園内の美化に努めましょう。

(4)規律ある農園の運営のために

①要綱はもちろんのこと、農園の適切な運営上、決められたルールは必ず守るようにしましょう。決められた区画以外の場所は耕作しないようにしましょう。

②決められた区画の大きさ(３ｍ×５．５ｍ)からはみ出して耕作しないようにしましょう。
③農園の活動(清掃日、全体集会など)には、積極的に参加するようにしましょう。

４.その他の注意事項

(1)農園で耕作できるのは、令和８年８月１日(金)からです。
(2)原則として、農機具は各自でご用意ください。
(３)年会費（主に水道代）については、農園の会計担当の方に、８月１日以後にお支払いください。

(４)用具倉庫等の鍵の管理・使用については、農園役員から説明を受けてください。

(５)八尾市の提供する他の農園を同時に利用することはできません。(重複利用の禁止)

(６)この農園は、障がいのある方の生きがいづくり、健康づくり、仲間づくりを目的として設置されたものです。主として、障がいのある方自らが耕作すべきものですが、障がいのある方を支援する目的で家族の方も利用できます。（ただし、申請は障がい者当事者に限ります）
